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意見募集は終了しました 
野田市都市計画マスタープラン（素案）に対する 
パブリックコメント手続を実施します 

 

 

１ 募集の趣旨 

平成４年の都市計画法の改正により「市町村の都市計画に関する基本的な方針」、いわゆる

「都市計画マスタープラン」の制度が創設されました。これにより、住民に最も近い立場に

ある市町村が、その創意工夫の下に住民の意見を反映させながら、都市のあるべき将来像や

まちづくりの方向性を分かりやすく示す、都市計画の基本的な方針づくりが法的に位置付け

られました。 

本市は平成１４年８月に「野田市都市計画マスタープラン」を策定し、また、旧関宿町に

おいては平成１３年３月に「関宿町都市計画マスタープラン」を策定し、平成１５年６月の

合併後は、それぞれの都市計画マスタープランを機能させてきました。 

千葉県は、平成１９年３月に野田都市計画区域及び関宿都市計画区域を統合し、都市計画

マスタープランの上位計画である「野田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

の見直しを行い、また、市では平成１９年１２月に「野田市総合計画」の見直しを行いまし

た。このような背景を踏まえ、現在二つある都市計画マスタープランにつきましても、統合・

見直しを行います。 

市では庁内の検討委員会において、都市計画マスタープランの素案を作成しました。この

素案につきまして、市民の皆さんから広くご意見、ご提案をいただきたく、次の方法でパブ

リックコメント手続を実施します。 

 

２ 野田市都市計画マスタープランの役割 

（１）将来都市像やまちづくりの方向性を明示して、市民と行政との共通の方針となります。 

（２）野田市の都市計画を決定・変更する際の根拠となります。 

（３）地区ごとのまちづくりを進めていくための方針となります。 

（４）関連する他分野、個別部門計画との連携による、総合的・一体的なまちづくりを進め

るための方針となります。 

※都市計画マスタープランの目標年次は、平成３４年（２０２２年）となります。 

 

３ パブリックコメント手続の実施根拠 

野田市パブリックコメント手続の施行に関する要綱第３条第１項第２号 

「市の基本的な政策に関する計画及び大綱の策定又は改正」 

 

４ 意見募集の資料 

◆野田市都市計画マスタープラン（素案）（PDF：94KB） 

（参考資料） 

◇資料１ 野田市都市計画マスタープラン見直しの概要（PDF：77KB） 



◇資料２ 野田市都市計画マスタープラン（現行） 

◇資料３ 関宿町都市計画マスタープラン（現行） 

 

５ 資料の閲覧方法 

◆市ホームページ内 パブリックコメント手続を実施します  

◆文書閲覧  

・市役所 6階都市計画課 

・市役所 1階行政資料コーナー 

・いちいのホール 1 階行政資料コーナー 

・市内各公民館（中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、 

関宿北部、関宿中部、関宿南部） 

・市内各図書館（興風、南、北、せきやど） 

 

６ 意見の募集期間 

平成 21 年 2 月 23 日（月） ～ 平成 21 年 3 月 24 日（火）※意見募集は終了しました 

 

７ 意見を提出できる人 

市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤・通学している

方、都市計画マスタープランに利害関係を有する方 

 

８ 意見の提出方法 

次のいずれかの方法により提出してください。 

◇郵送の場合 
 

〒278-8550 野田市鶴奉７番地の１ 

野田市役所建設局都市計画部都市計画課 あて 

※3 月 24 日の消印有効 

◇持参の場合 
 

〇市役所６階 都市計画課 

受付時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日・祝日を除く） 

◇意見投函箱 

〇市役所１階総合案内 

いちいのホール１階関宿支所窓口 

受付時間：午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

（土・日・祝日を除く） 

〇各公民館、各図書館 

受付時間：各施設とも開館時間内（休館日を除く） 

◇ファクシミリの場合 （FAX 番号）04-7122-1558 

◇電子メールの場合 ご意見はこちらから※意見募集は終了しました 

 

 

 



９ 書式について 

意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。 

なお、野田市都市計画マスタープラン（素案）に対する意見と書いて、ご意見等が明記さ

れたものであれば任意様式でも構いません。 

 

10 意見の取扱い 

提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を

除いて市ホームページで公表する予定です。 

ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリックコメントの意見と

して取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知

おきください。 

 

11 問い合わせ先 

野田市役所建設局都市計画部都市計画課計画係 

電話 04-7125-1111 内線 2673 

 


